
 　
 　

講座実施の希望がある場合は、喫煙防止教育計画書を提出ください。

※　様式は、別紙様式１

　未成年者が、たばこを吸い始めるのを防止するための対策を徹底する
ために児童・生徒・学生や教職員、保護者を対象とする喫煙防止講座を
実施しています。
　対象者に合わせた講座形式やロールプレイ等さまざまな内容で講座を
実施します。

喫煙防止講座実施中！！

実施した実際の様子（例）

問い合わせ先

北海道宗谷総合振興局保健環境部保健行政室（稚内保健所） 

企画総務課企画係

　TEL 0162-33-2990　　　FAX 0162-32-2253 　

未成年者


